
 

令和８年度 青少年育成鳥取県民会議 ｢青少年育成団体助成金事業」 

青少年の健全育成活動へ助成します！ 
 青少年育成鳥取県民会議では、青少年の健全育成を行っておられる団体の活動
を応援するため、助成金の交付を行います。 

※  なお､令和８年度総会において､本事業予算が不成立となったとき､または変更になったときは、

助成の内容の変更があり得ることをあらかじめご了承下さい。 

 

 

 １ 助成対象事業  

 （１）自然と親しむ活動 

ア 野外活動、自然体験活動、農園活動  

イ 自然観察、天体観測活動、自然・森林の保護活動  

ウ 冒険遊びの場・プレーパーク活動  

エ 野外活動を通じたジュニアリーダーの育成活動   

 （２）異年齢・異世代交流活動 

   ア 伝承遊びなどの体験活動、郷土芸能などの保存・伝承活動 

   イ 子ども文庫、お話の会、人形劇等の活動   

  ２ 助成対象者・助成額  

助成対象者 助成団体数 助 成 額 上 限 

(1)青少年育成市町村民会議 

１０程度 

上記１の助成対象事業の実施に必要と

認められる経費(※2)の２分の１以内 
３万円以内 

(2)青少年育成団体（※1） 

（子ども会・地域サークル等） 

上記１の助成対象事業の実施に必要と

認められる経費(※2)の３分の２以内 
３万円以内 

（※1）青少年育成団体とは、青少年のために「１助成対象事業」に掲げる活動を企画し運営

する団体全般のことをいう。 

（※2）必要と認められる経費とは、寄附金その他の経費（参加費・売上金）を除いた経費で、助成金

交付要綱別表に定めるものです。 

選考は活動内容を検討の上、県民会議育成活動部会にて、助成団体を選考します。（６月下旬） 

なお応募多数の場合は、新規応募団体を優先として選考いたします。また、１０団体以上に助成す

る事になった場合、助成額は上限内で決定してお知らせします。 

 

 ３ 申込期間  

    令和８年６月１日（月）～令和８年６月１８日(木) 当日消印有効  

 ４ 申し込みの方法  

  ・申請書に必要事項を記載して、青少年育成鳥取県民会議へ送付してください。 

・申請書等は、ホームページよりダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は問い合

わせ先へ電話にて請求してください。  

 ５ 助成対象事業の実施に当たって  

申込用紙・チラシ・ポスター等に、県民会議の助成事業であることが分かるよう以下に例示するい

ずれかの表示を必ず表記していただきますようお願いします。↓ 

 

（※必ず！） 

 

 

６ 申し込み・問い合わせ先  青少年育成鳥取県民会議  

 〒680-8570 鳥取市東町 1-220  鳥取県子ども家庭部家庭支援課内 

    電話：0857-26-7078 FAX：0857-26-7863  

    電子メール：t-youth7@infosakyu.ne.jp    ホームページ：https://tpayd.net 

 

・青少年育成鳥取県民会議助成事業 

・この事業は青少年育成鳥取県民会議の助成を受けて行っています。

青少年育成団体助成金」について 

https://tpayd.net/

